
参 考
議案第 4 9 号

平成 2 6 年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算 (第 5 号)

平成 2 6 年度桑名市の介護保険事業特別会計補正予算 (第 5 号) は、 次に定めるところによ

　　　 　

(歳入歳出予算の補正)
総額から歳入歳出それぞれ 1 8 , 2 1 2 千円を減額し

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総諸費｣顔 1丹そ= " ｣ "ユ ヤ ハ 〔 れ イ ハ イ m テ ー-+ h 1
　 　　 　 　 　

9 , 3 9 2 , 8 4 7 千円
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 , 6 e 3 5 G 8 千円とする。

2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、 ｢第 1 表歳入歳出予算補正｣ による。

(繰越明許費)

第 2条 地方自治法 (昭和 2 2 年法律第 6 7 号) 第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、 ｢第 2 表繰越明許費｣ による。

平成 2 7 年 2 月 2 5 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

介護保険事業特別会計



議案第4 9 号 平成 2 6年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算 (第 5号) の訂正

, 第 1 条第 1項中 ｢総額に歳入歳出それぞれ 1 9 2 , 4 4 9 千円を追加しJ を ｢総額から歳入歳出それぞ

れ 1 8 , 2 1 2 千円を減額し｣ に、 ｢ 9 , 6 0 3 , 5 0 8 千円｣ を ｢ 9 , 3 9 2 , 8 4 7 千円｣ に訂正す

る。

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳入の表 8 繰入金の部及び 9 繰越金の部を次のように訂正する。

8 繰入金 1,5 79 , 19 2 △ 8 , 195 1,5 70 ,9 97

1 一般会計繰入金 1,39 8, 16 2 △ 8 , 195 1, 38 9, 96 7

9 繰越金 68 , 554 4 5 , 5 13 114, 0 67

1 繰越金 68 , 554 4 5 , 5 13 1 14 , 0 67

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳入の表歳入合計の部を次のよ 効こ訂正する。

l 歳 入 合 計 l 9御 ,㈱ - △18 " i 9概 叫

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳出の表 4 基金積立金の部を次のよ 効こ訂正する。

4 基金積立金 9 0, 6 73 乙さ29,898 6 0 , 7 75

1 基金積立金 90 , 6 73 △ 2 9 ,8 98 6 0 , 7 75

第 1表 歳入歳出予算補正 歳出の表歳出合計の部を次のようるこ訂正する。

- 歳 出 合 計 - 9,狙 州 △18, 舛 9,爾司-



参 考
〔訂正前〕 〔訂正後〕

1 頁 1 頁

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 8 , 2 1 2 千円を

減額し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 , 3 9 2 , 8 4 7 千円とする。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 9 2 , 4 4 9 千円を

追加し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 , 6 0 3 , 5 0 8 千円とする。

2 頁及び 3頁

第 1表 歳入歳出予算補正
;千

款 項 補正前の額 補 正 額 計

8 繰入金 1, 5 79, 19 2 △ 4 6, 105 1. KR R 08 7

1一般会計繰入金 1, 39 8, 16 2 △ 8, 19 5 し 389 ,9 6 7

2 基金繰入金 18 1,03 0 △ 3 7,9 10 14 3, 12 0

9 繰越金 6 8 ,5 54 2 94 , 084 3 6 2, 63 8

1 繰越金 6 8 ,5 54 29 4 ,08 4 36 2 ,63 8

10 諸収入 3フ065 △19 3, 04 6

2 預金利子 3 4 △ 19 15

歳 入 合 計 9 ,4 11,05 9 19 2 ,44 9 9 . 6n R 50 8

4 頁及び 5頁

款 項 補正前の額 補 正 額 計

4 基金積立金 9 0, 6 73 18 0, 76 3 2 7 1.4 3 6

1 基金積立金 9 0 ,6 73 18 0, 76 3 27L 4 3 6

5 公債費 3 2 2 4 3 3 6 5

1 公債費 3 22 4 3 3 65

歳 出 合 計 9, 4 11,0 59 19 2 ,44 9 9 ,6 03 ,5 08

2 頁及び 3 頁

第 1表 歳入歳出予算補正
(単位 :千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

8 繰入金 1, 57 9, 19 2 人 R 19 5 1, 57 0, 99 7

1 一般会管l繰入金 1, 39 8, 16 2 △ 8,19 5 し 389 , 96 7

9 繰越金 6 8 ,5 54 4 5 ,5 13 114 . 06 7

1 繰越金 68 554 4 5 , 5 13 1 14 , 06 7

10 諸収入 3 ,06 5 △ 19 3 ,04 6

2 預金利子 3 4 △19 15

歳 入 合 計 9, 4 1 1, 0 59 △ 18 ,2 12 9 ,39 2 ,84 7

入

4 頁及び 5頁

千

款 項 補正前の額 補正額 計

4 基金積立金 9 0 ,6 73 △ 29.8 98 6 0 ,7 75

1 基金積立金 9 0, 6 73 人 ?q 8 98 6 0 ,7 75

5 公債費 32 2 4 3 3 6 5

1 公債費 3 2 2 4 3 3 6 5

歳 出 合 計 9 ,4 1 1, 059 △ 18,2 12 9 , 392 ,84 7

※上記議決項目の訂正に伴い、 歳入歳出補正予算事項別明細書も訂正します。


